
令和２年度 松浪地区まちぢから協議会 第４回 運営委員会 次第 

日時 令和２年８月１９日（水）９：３０～ 

場所 松浪コミニティセンター ホール１・２ 

小和田公民館耐震改修について（小和田公民館・教育施設課） 

１ 開会（前田会長） 

２ 議事 

（１）新型コロナウイルス関連について 

（２）その他 

３ 防災対策部会からの進捗報告 

４ 自治会長部会からの進捗報告 

５ 市民安全部会からの進捗報告 

６ 自治会館の管理運営について 

７ 松浪コミュニティセンター・子どもの家「なみっこ」の管理運営について 

８ 松浪コミカフェ管理運営について 

９ 広報委員会からの報告 

１０ 会計からの報告 

１１ 各団体からの報告・共有 

(１) 松浪地区社会福祉協議会

(２) 松浪地区民生委員児童委員協議会

（３）松浪地区老人クラブ連合会 

(４) 松浪地区地域包括支援センターさざなみ

(５) 松浪地区体育振興会
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(６) 松浪地区スポーツ少年団

(７) 汐見台小学校区青少年育成推進協議会

(８) 緑が浜小学校区青少年育成推進協議会

(９) 松浪小学校区青少年育成推進協議会

(１０) 汐見台小学校ＰＴＡ

(１１) 緑が浜小学校ＰＧＴ

(１２) 松浪小学校ＰＴＡ

(１３) 松浪中学校ＰＴＡ

(１４) 松浪学区子ども会連合会

(１５) 食生活改善推進団体

(１６) 浜竹一丁目自治会

(１７) 浜竹二丁目自治会

(１８) 浜竹三丁目自治会

(１９) 浜竹四丁目自治会

(２０) 松浪一丁目自治会

(２１) 松浪二丁目自治会

(２２) 富士見町自治会

(２３) LG富士見町自治会

(２４) 常盤町自治会

(２５) 緑が浜自治会

(２６) 汐見台自治会

(２７) 出口町自治会
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(２８) ひばりが丘自治会

(２９) 美住町自治会

（３０）公募委員

１２ まちぢから協議会連絡会 

行政からの依頼事項等について 

別紙のとおり 

１３ スケジュールについて 

総会資料事業計画等資料を参照 

１４ 閉会 

次回運営委員会：令和２年９月１６日（水） 
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令和２年８月１９日  

小 和 田 公 民 館  

 

公共施設整備・再編計画（改訂版）（平成 30 年(2018 年)4 月）【抜粋】 

 

【小和田公民館】 

① 施設の状況  

 

 

 

 

 

② 市民ニーズ  

少子・高齢化が進行する中で社会教育の拠点として、地域課題や生活課題、ま 

た地域の人々との関係づくり、世代間交流など、地域の人たちが学び、つどい、交

流する 場としてのニーズがますます高くなっています。 

 

③ 再整備の必要性  

現在の利用状況や今後の市民ニーズなども考慮し、身近で親しみが持てる地域

のつどいの場として、耐震改修により施設を存続する必要があります。 

 

④ 再整備の方針  

耐震改修及び計画的な設備改修を行い、「茅ヶ崎市公共建築物中長期保全計画」

に基づき施設の適正な管理を行います。平成３２年度に実施設計を行います。 

■事業実施時期：整備プログラム中期から後期（平成３２年度から３３年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竣 工 年 昭和 55 年 構造階数 ＲＣ造 2 階建 

敷 地 面 積 1,590.69 ㎡ 
延床面積 785.16 ㎡ 

Is 値 (構造耐震指標 ) 0.67 

アンケートの実施 

① 期  間：令和２年７月３０日(木) 

～８月３０日(日) 

② 回 収 箱：小和田公民館１階に設置 

③ ７月２９日付けで利用団体・サークル

にお知らせ文書を送付 

設計業務 

① 受 託 者：株式会社岸設計 

② 契約期間：令和２年４月２８日(火)～令和３年３月１２日(金) 
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小和田公民館耐震改修等に関するアンケート用紙 

 

 

※「団体・サークル名」「氏名」は無記名での提出も可です。 

 

団体・サークル名 ：                         

 

氏      名 ：                         

 

※令和２年８月３０日（日）までに小和田公民館事務室前のアンケートボックスに

お入れください。 

 

自由にお書きください。 

（記載例）「実習室（調理室）のコンロをＩＨにしてほしい」「授乳できるスペー

スを確保してほしい」など 
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令和２年８月６日  

 

松浪地区まちぢから協議会 

会長 前田 積 様 

 

茅ヶ崎市総務部市民自治推進課長  

茅ヶ崎市教育委員会教育推進部青少年課長  

 

 

茅ヶ崎市「新型コロナウイルス市内感染のまん延防止に係る取り組み方針」の見直しに伴う 

  地域集会施設・老人憩の家・子どもの家の企画事業等の実施について 

 

日頃より、施設の管理運営につきまして、格別のご尽力とご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

さて、８月５日に第４回「茅ヶ崎市新型インフルエンザ等対策会議」が開催され、別紙１のとおり、

「新型コロナウイルス市内感染のまん延防止に係る取り組み方針」が見直しされました。別紙１の下線

部分が前回からの変更点となります。 

つきましては、市の方針見直しに基づき、地域集会施設・老人憩の家・子どもの家（以下、「地域集

会施設等」）の企画事業等の実施に関する方針につきましても、次のとおりといたします。 

 施設管理者様にはご負担をお掛けいたしますが、引き続きご対応の程よろしくお願いいたします。 

 

【市の方針】 

 ・市が主催するイベント等については、感染拡大の防止という観点から、原則として令和３年３月３

１日まで、中止または延期とする。ただし、イベント等の趣旨に鑑みて開催することが必要と判断

されたものについては、チェックリスト等を活用し、十分な感染防止対策を講じた上で実施するこ

ととする。 

 

【市の方針に基づく地域集会施設等の方針】 

・地域集会施設等が実施する企画事業等については、原則として令和３年３月３１日まで、中止また

は延期とする。ただし、イベント等の趣旨に鑑みて開催することが必要と判断されたものについて

は、チェックリスト等を活用し、十分な感染防止対策を講じた上で実施することとする。 

※企画事業等を実施する際には、事前に施設所管課へお知らせください。 

 

 

事務担当 

茅ヶ崎市総務部市民自治推進課地域自治担当 

電話 ８２－１１１１  内線 ２４１２ 

茅ヶ崎市教育委員会教育推進部青少年課育成担当 

電話 ８２－１１１１  内線 ３３５１ 
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「新型コロナウイルス市内感染のまん延防止に係る取り組み方針」の見直しについて 

 

令和２年６月１０日に改定を行った標記の方針につき、次のとおり見直しを行うものとする。 

 

１ 目的 

新型コロナウイルスの市内感染まん延防止を図るとともに、まん延を想定した医療提供体

制の整備や大規模なクラスター対策を実施することとする。また、重症化しにくいように市

民の健康増進を推進する。また、これまでの生活を取り戻すため、新しい生活様式の実践に

関し、周知等を図る。 

 

２ 市主催事業・イベント等の開催必要性の検討及び感染予防対策について 

（１）イベント等 

市が主催するイベント等については、感染拡大の防止という観点から、原則として令和３

年３月３１日まで、中止または延期とする。ただし、イベント等の趣旨に鑑みて開催するこ

とが必要と判断されたものについては、チェックリスト等を活用し、十分な感染防止対策を

講じた上で実施することとする。 

（２）事務事業等（会議・研修等を含む） 

  不要・不急の事務事業等については、原則、中止または延期とする。市が主催する事務事

業等については、チェックリスト等を用いて必要な感染防止対策を実施して行うこととする。 

 

３ 公共施設等の休館等の検討及び感染予防対策について 

  公共施設については、新型コロナウイルスの感染防止に留意しつつ、次のとおり段階的に

開館していくこととする。 

  指定管理者制度を導入する施設についても、原則として同様の対応について協力を要請す

る。 

 (1) ６月２０日から屋外施設を開館（柳島キャンプ場、学校施設開放を除く） 

 (2) ７月１日から順次、施設を開館（施設によって利用制限あり） 

 (3) ６月１８日から施設利用にあたっての受付・抽選手続きを順次開始（公共施設予約端末

の使用開始） 

 

４ 職員の感染防止 

職員においては、風邪や季節性インフルエンザ等の感染予防と同様に、自身の感染及び市

民への感染防止を図るため、業務に支障のない範囲で、咳エチケット（マスクの着用等）や

手洗い・手指消毒等を徹底するとともに、厚生労働省通知の趣旨を踏まえ、発熱等の風邪症

状がみられるときは、休暇を取得する等外出を控えるとともに毎日体温を測定し記録する。 

なお、所属においては、職員が休みやすい体制を整える。 

服務上の取り扱いについては、４月２４日付け職員課長通知を参照する。 

 

令和２年２月２１日策定 
   同３月２７日改定 
   同４月 ３日改定 

同４月 ９日改定 
同５月 ７日改定 
同５月２６日改定 
同６月１０日改定 
同８月 ５日改定 

 

別紙１ 
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５ 市民の健康増進の推進 

  新しい生活様式において、市民に対しては広く家庭等でもできる健康増進の取り組みを各

部局における様々な機会を捉え、周知・啓発することとする。 

６ その他 

本方針は、今後の感染の広がりや重症度を見ながら適宜見直しを行う。 

 

令和２年８月５日 

佐藤 光    
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イベント等の名称： 開催日： 会場：

主催者名： 担当者： 連絡先：

▼

□

□

□

▼

１ □

２ □

３ □

４ □

５ □

６ □

７ □

▼

１ □

２ □

３ □

４ □

５ □

▼

１ □

２ □

３ □

４ □

５ □

６ □

７ □

８ □

過去２週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等した方には、参加を認めないことをあらかじめ周知するこ
と。

開催規模（人数）の縮小を検討すること。

開催時間の短縮を検討すること。

 密閉空間にしないための換気の徹底

 密集状態にしないための一定の距離の確保

 近距離での会話や発声の回避を行い、感染予防策を講じる

イベント等の中で感染者が発生した場合、参加した個人は、保健所などの聞き取りに協力する。また濃厚接触
者となった場合は、接触してから２週間を目安に自宅待機の要請が行われる可能性があることをあらかじめ参
加者に周知すること。

具合の悪い方の参加は認めないことをあらかじめ参加者に周知すること。

イベント等開催時の対応に関して

参加した者の中に感染者がでた場合には、茅ヶ崎市保健所（８５－１１７１）の指示の下、そのほかの参加者に
対して連絡をとり、症状の確認をするなどの調査に協力すること。

共有物の適正な管理又は消毒の徹底等を実施すること。

参加時に体温の測定ならびに症状の有無を確認すること。

具合の悪い方には、参加を認めないこと。

過去２週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等した方には、参加を認めないこと。

上記１～３の対応を行った上で、発熱者や具合の悪い方が特定された場合には、接触感染のおそれのある場
所や接触した可能性のある者等に対して、適切な感染予防対策を行うこと。

咳エチケット、マスクの着用及び頻繁な手洗いを呼びかけること。

声を出す機会が多い場合には、マスクを着用させること。

定期的に外気を取り入れる等、換気を実施すること。

感染防止対策実施チェックリスト

●イベント等を開催する際には、このチェックリストに記載の各項目の実施を徹底していただきますようお願いします。

チェック

基本的遵守事項

イベント等開催前に行うこと

声を出す機会を最小限にすること

会場に入る際の手洗いの実施ならびに、イベントの途中においても適宜手洗いができるような場を確保すること

主に参加者の手が触れる場所をアルコールや次亜塩素酸ナトリウム等を含有したもので拭き取りを定期的に
行うこと。

会場の入り口等にアルコール消毒液を設置し、消毒させること。

人を密着させない環境を整備すること（ソーシャルディスタンスを保つ、入退場に時間を設けるなど）。

イベント等開催会場の環境に関して

会場の換気設備の適切な運転・点検を実施すること。

Ｎｏ． 対応項目

３つの密を避ける

別紙２
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　【新型コロナウィルス感染に関する対応フロー】

陰性

陽性 公表 開館

＜特記事項＞

　●　対応すべき感染者の対象は事務員とする。出入り業者やコミセン利用者までは含めない。

　　　しかし、例えばコミセン利用者が感染した場合、過去の行動経路としてコミセンを利用した旨の情報を保健所から受けた場合は指定管理者と市で

　　　対応を協議する。

　●    PCR検査の結果、陽性となった場合は速やかに防災対策課危機管理担当に報告する。

臨時休館・消毒

市民自治推進課

濃厚接触者に

特定される

２週間

自宅待機

通常

出勤

地域集会施設

子どもの家
事務員

PCR検査受検

（自宅待機）

施設名称と臨時休館

期間を公表する

【問合せへの対応】

予約キャンセルの連絡等は指定管理者

が対応。それ以外の詳細については

市民自治推進課が対応。

報告

報告

症状なし

濃厚接触者以外は２週間の

自宅待機は不要。
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茅ヶ崎市立小・中学校の児童・生徒及び保護者の皆様へ  
茅ヶ崎市教育委員会  
教育長  竹内 清    皆様、ご存知のように、先日、市立小学校の児童が新型コロナウイルスに感染いた

しました。  新型コロナウイルス感染症は、まだわからないことが多い感染症であり、現在も、
全国で毎日多くの感染者が確認されています。一人一人がどんなに気を付けて生活し

ていても、感染してしまうこともあります。  茅ヶ崎市では、感染が確認された子どもや、ＰＣＲ検査を受けた子どもをはじめと
する当該の学校の子どもたちを、心ないうわさや偏見・差別から守るため、学校名は

公表していません。また、感染が確認されたお子さんが通う学校の保護者の皆様には、

ＳＮＳ等での拡散をしないようお願いしました。多くの保護者の皆様は、公表しない

趣旨をご理解いただきましたが、残念ながら、市が発表する前に、情報の拡散が見ら

れました。  学校名を公表しないことにより、保護者や市民の皆様の中で不安になる方もいらっ
しゃるとは思います。また、生活していく中で、感染を広げないよう注意するために

学校名を知りたいという気持ちも十分理解できます。しかし、一方では、興味本位か

ら、学校や教育委員会に問い合わせをされたと思われるケースもあります。   児童じど う

・生徒
せい と

の皆
みな

さん、どうか、不安
ふあ ん

や偏見
へんけん

による、感染者
かんせんしゃ

への誹謗
ひぼ う

中 傷
ちゅうしょう

やいじめ、

差別的
さべつてき

な言動
げんどう

は絶対
ぜったい

に慎
つつし

んで、思
おも

いやりの心
こころ

を育
はぐく

んでください。  心配しんぱい

なことや悩
なや

みがあれば、いつでも学校
がっこう

の先生
せんせい

に相談
そうだん

してください。   保護者の皆様、市民の皆様、どうか趣旨をご理解いただき、一緒に茅ヶ崎市の全て
の子どもたちを守ってください。ご自身の不安、お子様を守りたい気持ちも大切にし

ながら、「もし、自分が、自分の家族が同じ立場になったら」と、今一番苦しい思いを

している子どもたちやその家族の心の中を想像して、温かく見守ってください。   教育委員会と学校は、皆様とともに、これからも茅ヶ崎市の全ての子どもたちの健
やかな成長を支えてまいります。     
※小学校低学年の保護者の皆様へ   お子様と一緒に読んで、難しい言葉はわかりやすく言い換えて、伝えてください。  茅ヶ崎市教育委員会と学校は、茅ヶ崎市の全ての子どもたちの人権を守ります。  全ての子どもたちの安全・安心な学校生活を守ります。 
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